
昭
和
六
十
一
年
に
年
金
制
度
が

大
き
く
変
化
し
、
原
則
と
し
て
厚

生
年
金
保
険
に
一
年
以
上
加
入
し
、

年
金
保
険
料
を
二
十
五
年
納
付
等

し
た
方
は
、
六
〇
歳
か
ら
年
金
を

受
給
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

（
注
）
。

こ
の
場
合
は
、
六
〇
歳
か
ら
受

給
し
た
と
し
て
も
減
額
さ
れ
ま
せ

ん
。
ま
た
、
受
給
を
遅
ら
せ
た
と

し
て
も
増
額
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
平
成
十
二
年
に
法

改
正
が
な
さ
れ
、
六
〇
歳
の
受
給

開
始
年
齢
を
生
年
月
日
に
応
じ
て

段
階
的
に
遅
ら
せ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
昭
和
二
十
八
年
四

月
二
日
か
ら
昭
和
三
〇
年
四
月
一

日
に
生
ま
れ
た
男
性
の
年
金
受
給

開
始
年
齢
が
六
十
一
歳
に
引
き
上

り
ま
し
た
。
別
図
に
ま
と
め
ま
し

た
の
で
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
女
性
は
昭
和

三
十
三
年
四
月
二

日
生
ま
れ
か
ら
段

階
的
に
引
き
上
が

り
ま
す
。

昭
和
二
十
八
年

四
月
二
日
か
ら
昭

和
三
〇
年
四
月
二

日
に
生
ま
れ
た
男

性
の
年
金
は
、
原

則
六
十
一
歳
か
ら

受
給
開
始
と
な
る

こ
と
は
、
前
述
し

ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
六

〇
歳
で
定
年
退
職

せ
ざ
る
を
え
な
い

方
は
、
六
十
一
歳

ま
で
待
た
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。

原
則
は
六
〇
歳

か
ら
の
受
給
で
す
が
、
希
望
す
れ

ば
六
〇
歳
か
ら
前
倒
し
で
受
給

（
以
後
、
繰
上
げ
請
求
と
記
載
し

ま
す
。
）
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

繰
上
げ
請
求
を
す
る
と
、
六
十

一
歳
ま
で
待
つ
方
よ
り
も
先
に

“
年
金
”
と
い
う
収
入
を
得
ら
れ

る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
が
、
例

え
ば
次
の
よ
う
な
デ
メ
リ
ッ
ト
も

生
じ
ま
す
。

・
六
十
一
歳
で
受
給
す
る
場
合
に

比
べ
て
減
額
し
た
年
金
額
に
な
り

ま
す
。

・
減
額
が
生
涯
継
続
し
ま
す
。

繰
上
げ
請
求
を
行
な
っ
た
と
き

に
は
、
減
額
し
た
年
金
額
が
六
十

五
歳
以
降
も
続
き
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
六
十
五
歳
以
降
の
生
活
設
計

も
視
野
に
入
れ
て
判
断
し
て
く
だ

さ
い
。

（
注
）
六
〇
歳
以
降
で
厚
生
年
金

保
険
に
加
入
し
、
給
与
や
賞
与
の

額
に
よ
っ
て
受
給
額
が
0
円
に
な

る
場
合
を
除
き
ま
す
。
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繰
上
げ
受
給は

可
能

男 性

女 性

昭和28年4月2日生まれから 昭和30年4月1日生まれまで

昭和33年4月2日生まれから 昭和35年4月1日生まれまで

男
性
は
原
則
六
十
一
歳
に

男 性

女 性

昭和30年4月2日生まれから 昭和32年4月1日生まれまで

昭和35年4月2日生まれから 昭和37年4月1日生まれまで

男 性

女 性

昭和32年4月2日生まれから 昭和34年4月1日生まれまで

昭和37年4月2日生まれから 昭和39年4月1日生まれまで

男 性

女 性

昭和34年4月2日生まれから 昭和36年4月1日生まれまで

昭和39年4月2日生まれから 昭和41年4月1日生まれまで

60歳 61歳 65歳

特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金

老齢基礎年金

特別支給の老齢厚生年金

老齢基礎年金

老齢厚生年金

60歳 62歳 65歳

特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金

老齢基礎年金

特別支給の老齢厚生年金

老齢基礎年金

老齢厚生年金

60歳 63歳 65歳

特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金

老齢基礎年金

特別支給の老齢厚生年金

老齢基礎年金

老齢厚生年金

60歳 64歳 65歳

特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金

老齢基礎年金

特別支給の

老齢厚生年金

老齢基礎年金

老齢厚生年金



派
遣
さ
れ
る
労
働
者
の
保
護
と

雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
、
平

成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
派
遣

元
事
業
主
、
派
遣
先
事
業
主
そ
れ

ぞ
れ
に
新
た
な
事
項
が
課
さ
れ
ま

し
た
。
一
〇
月
号
か
ら
数
回
に
分

け
て
改
正
点
を
お
伝
え
し
て
い
ま

す
。離

職
後
一
年
以
内
の

人
を
元
の
勤
務
先
に
派
遣

す
る
こ
と
を
禁
止

直
接
雇
用
す
べ
き
労
働

者
を
派
遣
労
働
者
に
置
き

換
え
て
労
働
条
件
が
切
り

下
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い

よ
う
に
、
派
遣
会
社
が
離

職
後
一
年
以
内
の
人
と
労

働
契
約
を
結
び
、
元
の
勤

務
先
に
派
遣
す
る
こ
と
が

禁
止
さ
れ
ま
し
た
（
元
の

勤
務
先
が
該
当
者
を
受
け

入
れ
る
こ
と
も
禁
止
）
。

た
だ
し
、
六
〇
歳
以
上

の
定
年
退
職
者
は
禁
止
対

象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
ま

す
。ま

た
、
禁
止
の
対
象
と

な
る
勤
務
先
の
範
囲
は
事

業
者
単
位
で
、
同
一
事
業
主
で
な

け
れ
ば
同
一
法
人
の
他
の
事
業
所

に
派
遣
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

派
遣
先
の
都
合
で
派
遣
契
約

を
解
除
す
る
と
き
に
講
ず
べ
き
措

置
派
遣
先
の
都
合
に
よ
っ
て
派
遣

契
約
を
解
除
す
る
場
合
に
は
、
派

遣
労
働
者
の
新
た
な
就
業
機
会
の

確
保
、
休
業
手
当
な
ど
の
支
払
い

に
要
す
る
費
用
の
負
担
な
ど
の
措

置
を
と
る
こ
と
が
、
派
遣
先
の
義

務
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
派
遣
契
約
時
に
は
、
こ

れ
ら
の
措
置
に
つ
い
て
明
記
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
〇
日
（
十
一
日
期
限
）

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

三
十
一
日
（
四
月
一
日
期
限
）

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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Q
当社では、定年を60歳としています。現在、今年60歳を迎える社員が2人います。

嘱託として定年退職後継続して再雇用しようと考えています。そこで、社会保険の手

続きに必要なことを教えて下さい。社員のうち1人は、年金保険料の納付月数が少なく、年

金を受給することができません。

A
嘱託として再雇用した方についての社会保険被保険者資格の取扱いは、厚生労働省

から平成22年6月10日付発出された通知で定められています。

この通知では、『特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、退職後継

続して再雇用される者については、使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保

険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えない』としてい

ます。

つまり、定年退職でなくても60歳以降に退職して再雇用する方であれば、社会保険の届出

はできますが、保険料納付要件を満たしていないために60歳から受給を開始する年金が受給

できない方については、60歳時点で嘱託として退職後継続して再雇用しても、社会保険の届

出をすることができませんでした。

ところが、平成25年4月より年金の受給開始年齢が段階的に引き上げられることから、

“60歳以降に退職後継続して再雇用される方”であれば届出が可能となります。

届出を行なうことによって、再雇用契約に伴う給与額変動に対する社会保険料も変動します。

なお、健康保険証の回収と資格喪失届への添付を忘れないようにして下さい。

以
前
か
ら
事
務
所
の
移
転
を
検

討
し
て
い
た
の
で
す
が
、
今
回
移

転
先
が
決
ま
り
、
準
備
で
あ
わ
た

だ
し
く
過
ご
し
て
い
ま
す
。
引
越

し
の
見
積
も
り
に
来
て
い
た
だ
き
、

担
当
者
か
ら
「
書
籍
類
が
多
い
で

す
ね
。
」
と
の
コ
メ
ン
ト
が
。
単

に
日
頃
の
整
理
整
頓
が
で
き
て
い

な
い
だ
け
で
す
。

（
ぎ
ん
）

編
集
後
記

三
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-571-8611

〒601-1456
京都市伏見区小栗栖南後藤町6-31-408

派
遣
元
の

追
加
事
項
・
九
項
目

３

A社に勤務
B派遣会社に

派遣社員登録

A社に派遣社員

として勤務

１年以上空いていること
離職 ７

１年以上空いていなくともよい

A社・甲事業所

（事業主:甲）

に勤務

B派遣会社に

派遣社員登録

A社・乙事業所

（事業主:乙）に

派遣社員として勤務

離職

派遣

派遣

嘱託再雇用者の社会保険


